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≪総論≫  

 本件建物は、甲第１３８号証の構造計算の不成立、及び、基礎梁

コンクリートの一体化不形成による耐震性能の欠如が確認できる。   

甲第１３８号証の保有水平耐力計算の必要保有水平耐力との検定

比は、１．０であり、計算結果に余力は無い。当該計算に、確認

申請時の構造計算には考慮していないコンクリートの増し打ち荷

重（施工図と共に実際の出来形を測定。）を算入するとＮＧとなる。

また、当該計算には、確認申請時の構造計算では考慮していた設

計用地震力の割増（安全率）を削除している。本件建物の用途は

共同住宅である為、構造設計時に考慮された安全率は、居住者の

人命や財産の保護を図る上で重要である。  

  地階基礎梁のコンクリート一体化不形成については、南面の基

礎梁で、構造応力のかかる柱の接合部で鉛直打継ぎを行っている。

また、その他の基礎梁は、接合する柱と共に水平打継ぎを設け、

基礎梁を３層、又は４層に打分けて施工している。これらの打継

ぎ部は、コア抜きの確認により、全て分離しており、コンクリー

トが一体化していない。特に、鉛直打継ぎを基礎梁の断面欠損と

して構造計算を行うと、１階の保有水平耐力が０．５を下回る。

また、水平打継ぎにより、分離された基礎梁の中間層は、建物の

横滑りの危険性を指摘する。  

  この様な、構造強度が著しく欠如した建物は、共同住宅の用途

として使用することができず、引き渡しを受ける建物には相当し

ないと考えられる。  
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瑕疵－１：甲第１３８号証の構造計算書に関する事  [写真№１～２]  

1.  設計用地震力（せん断力）の割増の欠如  

本件建物は、地階から２階まで、３層分の吹抜け空間がある特殊

な建物である。当該部分には、１階及び２階の床構面が無いため、

梁組の剛性、及び柱、並びに耐震壁のせん断耐力が重要となる。   

確認申請の構造計算書、乙第２６号証では、主要構造部材の断

面計算に際し、水平荷重時の設計応力を、Ｘ，Ｙ方向共に、５％

の割増を行っている。これは、主要構造部材のせん断強度に余裕

を持たせる為のものであり、また、机上の構造計算によるリスク

を回避する為の安全率でもある。  

 然しながら、原告から提出された甲第１３８号証の構造計算書

では、「元設計では荷重条件の変更に対応出来る様に、断面算定

時に設計用地震力を１．０５倍に割増して設計していたが、今回

の検討では割増を行わない。」などとしている。本件建物の用途

は共同住宅である為、用途を変更する場合（荷重条件の変更）、

及び、特に荷重が増える場合には、構造再計算と共に、確認申請

の再申請を行わなければならない。  

よって、水平荷重時の設計応力の割増は、荷重条件の変更を前

提とするものでは無く、甲第１３８号証の構造計算書は、少なく

とも乙第２６号証の構造計算書と同じ条件で計算する必要があ

る。  

 

  乙第２６号証：３７９頁⇒甲第１３８号証：３１７頁  
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2.  保有水平耐力計算について  

甲第１３８号証の純ラーメン構造（Ｘ方向）の保有水平耐力計算

の結果は、必要保有水平耐力（Ｑｕｎ）と保有水平耐力（Ｑｕ）

の検定比が１階から１４階まで全て１．０であり、余力が全くな

い状態である。  

  甲第１３８号証：６２６頁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例えば、表１階の保有水平耐力と必要保有水平耐力の差は、  

Ｑｕ－Ｑｕｎ＝５７２２０－５７０３０＝１９０ｋＮ。  

水平耐力は、各階にかかる累積の荷重に係数を乗じて算出する為、

次式の通り、逆算すれば、上述の水平耐力の差を荷重に置き換え

ることができる。  

Ｑｕｎ＝Ｄｓ・Ｆｅｓ・Ｑｕｄ Ｄｓ＝０．３ Ｆｅｓ＝１．０  

Ｑｕｄ＝Ｃｉ・Ｗｉ（１階のＣｉ＝０．９５７）  

∴Ｗｉ＝Ｑｕｎ／０．３×０．９５７＝Ｑｕｎ／０．２８７  

検定比ぎりぎりの計算結果。 
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Ｑｕｎを１９０ｋＮとした場合、Ｗｉ≒６６２ｋＮ  

Ｗｉ≒６６２ｋＮ≒６７５０４ｋｇｆ≒６７．５ｔ f  （※１Ｎ＝０．１０１９７ｋｇｆ）  

 

よって、１階の累積荷重の余力は、６７．５ｔｆであり、建物

重量が、計算仮定条件よりも６７．５ｔｆ増えれば、甲第１３８

号証の保有水平耐力計算は成立しない。  

平成２５年２月２６日付判決書面７頁（イ）の記載事項、及び

乙第６２号証の通り、現状の建物には、確認申請時の構造計算の

際には考慮されなかったコンクリートの増し打ちがある。当該増

し打ち重量は、合計１０２．９４ｔｆであり、上記６７．５ｔｆ

を上廻る。よって、本件建物は耐震性能が欠如している。  

尚、コンクリート荷重の未算入については、乙第４４号証の１

～３で指摘する通り、平成２１年７月１１日に屋上で打設された

９．４㎥（ ９．４×２４ｋＮ×０．１０１９７÷１０００≒２３ｔｆ）のコンクリー

トがある。これらのコンクリートの打設箇所が、屋上で打設され

たものである限り、増し打ち重量に算入されなければならない。 

 

瑕疵－２：基礎梁の打継ぎに関する事        [写真№３～２６] 

 

1.  Ａ通り基礎梁の打継ぎ  

本件建物調査により、Ａ通り基礎梁のＦＧ３，ＦＧ３Ａ、ＦＧ４

は、柱際で鉛直打継ぎを行っていることが確認できる。また、打

継ぎ部には、ひび割れ状のすき間があり、コンクリートが一体化

されていない。  

 本件建物の基礎構造は杭基礎である為、基礎梁は杭頭応力を伝

達する重要な構造体である。特に柱際の一体化不形成の部分は、
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基礎梁としての軸力、及びせん断力の伝達能力を損ねている。  

尚、上述の条件で構造計算を行った結果は、保有水平耐力が必要

保有水平耐力を満たさない。（Ｑｕ／Ｑｕｎ検定比、１階Ｘ方向０．

４９）また、柱、梁主要構造部の部材強度の不足も多数確認でき

る。  

よって、基礎梁と柱接合部のコンクリートの一体化を改善しな

ければ建物は危険な状態である。  

当該基礎杭Ｐ２、及びＰ４が負担する短期軸力は、約２８００

ｔ～２１００ｔ。杭頭曲げモーメントは、８００ｔ／ｍ～７００

ｔ／ｍである。（甲第１３８号証１１１７～１１２１頁）よって、

基礎梁は、これらの曲げ、及びせん断応力に対し、安全な状態に

改善しなければならない。但し、改修工事期間中に発生する地震

などを考慮した場合には、改修工事は非常に困難であると考えら

れる。  

 

  Ａ通り基礎梁の鉛直打継ぎ位置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７～８通りは基礎梁端部を避けている。同じ基礎梁で施工に統一性が無い。  
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  鉛直打継ぎ部配筋詳細図：図面№Ｓ－３７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  建築基礎構造設計指針（日本建築学会）：杭基礎１７５頁  

基礎梁にヒンジが発生した場合の具体的問題点。  

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎スラブ上端で水平打継ぎして

いることが推定できる。  
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  甲第１２９号証の１：ＦＧ４基礎梁の鉛直打継ぎ  

１０，Ａ通りの鉛直打継ぎの状況。打継ぎ部にせん断補強筋の施

工は無い。また、先行で打設された柱面は、平滑に仕上っており、

目荒らしなどの配慮も見られない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ４柱  

基礎梁鉛直打継ぎ面  
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  甲第１２９号証の２：ＦＧ３Ａ基礎梁の鉛直打継ぎ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ２柱  
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2.  基礎梁の水平打継ぎ  

南海辰村建設株式会社から提出された工事写真、及び地階の基礎

梁水平打継ぎ部の確認では、殆どの基礎梁が柱と共に、３層、又

は４層の水平打継ぎにより打設されていることが確認できる。  

 水平打継ぎにより打分かれた中間層には、基礎梁の主筋が無く、

腹筋だけである為、基礎梁の水平方向のせん断力に抵抗する鉄筋

が不足している。よって、建物が基礎梁の打継ぎ中間層で横滑り

をする危険があり、基礎梁一体化形成の為の改善が必要である。 

尚、基礎梁水平打継ぎ部の一体化不形成は、乙第２３号証の１、

３３頁の通りである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱と基礎梁中間部  

の水平打継ぎ  

柱  

主筋  

水平打継ぎにより打分か

れた基礎梁の中間層に

は、横滑りに抵抗する主

筋などが無い。  
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3.  建物西側、エントランスホール下部の地階受水槽室の基礎梁は、

工事写真の確認により、４回に分けてコンクリートを打設してい

る。基礎梁中間部の水平打継ぎ間の高さは約１２５０ｍｍである

が、前述の通り、当該打継ぎ間には基礎梁の主筋が無く、また基

礎梁を拘束するスラブコンクリートも無い。よって、水平打継ぎ

間の隅角部の入り隅には、ひび割れが発生し、地下浸透水が浸水

している状態である。これらは水平打継ぎ間の基礎梁隅角部の剛

性不足と共に建物の横滑りの危険が推測される。現状、入り隅の

ひび割れは、基礎梁断面を貫通するひび割れであることが明らか

であり、基礎梁隅角部の一体化による強度の改善と共に、浸水に

よる構造躯体の耐久性が損なわれない様、改修が必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ通り基礎梁ＦＧ５の工事写真。

コンクリート打設 ３回目、コンクリ

ートは合計 ４回で打設 されてい

る。  

Ｂ通り  

受水槽  赤矢印：基礎梁入り隅の  

ひび割れ及び浸水  
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瑕疵－３：構造スリットの欠落に関する事     [写真№２７～４０] 

本件建物の東西方向（Ｘ方向）は、耐震壁の無い、純ラーメン構

造であり、ラーメンフレーム内の雑壁（非構造壁）は、３方完全

スリットにより、切り離し、ラーメンフレームの変形性能に支障

が無い様に設計されている。また、３方完全スリット（構造スリ

ット）は、地震時などに非構造壁に損壊が及ぶことが無い様にす

ることも重要な目的である。本件建物調査では、後述に指摘する

部位に構造スリットの施工が欠落しており、完全スリットによる

改修が必要である。  

 

  南面Ａ通り  

①  ２階３～４通り間のＷ１６には、Ｃ３柱横の垂直スリット、

及び水平スリットが欠落している。  

②  ３階～１４階まで、３通りＣ３柱横には、幅３００ｍｍの袖

壁があるが垂直スリットの施工が欠落している。  

③  同様に、３階～１４階まで１０通りＣ４柱横には、幅３００

ｍｍの袖壁があるが垂直スリットの施工が欠落している。  

  北面Ｂ通り  

④  ３階～１４階まで、４～５通り間Ｄ１タイプ住戸の玄関北側

外壁面（長さ１．６ｍ）には水平スリットが欠落している。  

⑤  ３階～１４階まで、９～１０通り間Ｈタイプ住戸の洋室１北

側外壁面（ＫＷ１８、長さ３ｍ）には、水平スリットが欠落

している。  

⑥  ３階～１４階まで、７～９通り間のＤ２タイプ、及びＧタイ

プ住戸の玄関北外壁面には、階によって水平スリットの欠落

や部分的な欠落があり、杜撰な施工である。  
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  南面Ａ通りの構造スリットの欠落個所  
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  北面Ｂ通りの構造スリットの欠落個所  
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瑕疵－４：基礎梁せん断補強筋の施工不備に関する事  

 建物西側、地階受水槽室の基礎梁ＦＢ５Ａのせん断補強筋（ＳＴ

Ｐ：スターラップ）の間隔は、Ｄ１３＠１００ｍｍであるが、工

事写真では＠１５０ｍｍで施工されており、せん断補強筋の不足

である。図面№Ｓ－４：構造配筋標準図（１）では、日本建築学

会「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」に従うことを規定し

ている。「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」で定める梁のせ

ん断補強筋比（あばら筋比）は０．２％以上であるが、Ｄ１３＠

１５０ｍｍでは、せん断補強筋比は０．１８％となり適合しない。

よって、図面、並びに構造設計書通りの改善が必要である。  

 

  鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説  ２００３：１７頁  

 

 

 

 

 

 

  乙第２６号証：構造計算書１３７５頁  

 

 

 

 

 

 

 

ｐｗ０．２％以上  
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●  南海辰村建設株式会社から提出された工事写真  

せん断補強筋（ＳＴＰ）

の施工間違いを、黒板を

書き直して誤魔化してい

る。  
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瑕疵－５：基礎梁の水平打継ぎの漏水改修について  [写真№４１～４２] 

 本件建物の屋内機械駐車場の地階部分には、地下浸透水の浸水に

より、駐車場が使用できない状態となっている。尚、浸水箇所は、

ひび割れや貫通孔が無い限りは、鉛直又は水平打継ぎからの浸水

しかあり得ない。特に耐圧盤と基礎梁の水平打継ぎ部については、

耐圧盤上部に厚さ４００ｍｍのコンクリートが打増しされている

為に、当該コンクリートを撤去しなければ、漏水の改修が出来な

い。  

 

●  図面№Ｓ－１９：基礎リスト・基礎スラブ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平打継ぎ位置  

耐圧盤の打設レベル  

柱下部基礎が露出している。  
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瑕疵－６：目地シーリングの不良に関する事  

1.  基礎梁打継ぎ目地    [写真№３，９～１４，１６～１８，２０，４３～４４] 

基礎梁の鉛直、及び水平打継ぎ部には、目地棒による躯体の欠き

込み（目地）があるが、土に接する側の打継ぎの目地にはシーリ

ング材の施工が欠落している。これらは４箇所の掘削による確認

において、全て共通する問題である為、他の打継ぎ部も同様であ

ることが判断できる。特に土に接する側の打継ぎの防水不良は、

基礎梁の耐久性を損ねる。現状、基礎梁からの浸水箇所には、錆

汁も発生しており全ての打継ぎの改修が必要である。  

2.  目地シーリングの施工不良          [写真№４５～４８] 

①  屋内駐車場側に面する基礎梁打継ぎ部のシーリング目地は、

バックアップ材（ボンドブレーカー）を使用した２面接着の

シーリングである。鉄筋コンクリート造の打継ぎ目地は、ノ

ンワーキングジョイントである為、３面接着により防水性を

確保しなければならない。特に、現状バックアップ材の躯体

側には、打継ぎ部からの浸水によるエフロが見られる状態で

あり、全てのシーリング目地の改修が必要である。  

②  打継ぎ目地の２面接着は、建物地上部の打継ぎ目地も共通で

ある。よって、打継ぎ目地のシーリング材が３面接着となる

様、改善が必要である。  

●  ２面接着目地の不具合の一例  

 

 

 

 

 

尚、雨水が浸透す

れば、ひび割れに

限らず漏水の問題

がある。  
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  乙第１９号証工事見積書：２６頁  

見積書には３面接着として、シーリング材充填寸法が計上さ

れている。  

 

 

 

 

 

瑕疵－７：屋根防水に関する事      [別紙添付資料：２５頁 ] 

 本件聞き取り調査により、１４階１４０４号室前の開放廊下天井

スラブ排水ドレイン廻りで漏水が発生した為、屋上に水張り試験

を行った所、防水層の下面に水が浸入し、階下に漏水したとのこ

とである。これらは、屋根防水層に不良があることが明らかであ

る。特に、請負会社は屋根防水完了時に水張り試験を行ったなど

と主張しているが、検査方法並びに施工が杜撰であると言える。  

 

瑕疵－８：工事請負契約内容に関する事      

 本件建物の工事請負契約は、乙第９号証の契約図面、及び工事発

注書、並びに乙第１９号証の工事請書により、契約が成立したも

のである。  

  工事請書の発行日は、平成２０年６月６日。確認済証（乙第２

５号証）の交付日は、平成２０年１月２２日である為、契約成立

の約５か月前である。  

乙第９号証の契約図面と乙第２６号証の確認申請図面では、建

物の高さ、建築面積、延床面積が異なる。また、確認申請の構造

計算書に添付された構造図面の作図日は、平成１９年１２月１２
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日あるが、契約図面の構造図の作図日は、平成１９年１０月２９

日であり、整合しない。その為、主要構造部材の断面設計も異な

る。特に確認済証の施主は、「東京建物株式会社関西支店  取締役

支店長  大久保  聡」との連名であり、本件工事請負契約とは何ら

関係が無いことが明らかである。  

  工事請負契約は、乙第９号証の契約図面にもとづくものである。

よって、契約図面と整合しない確認済証については、契約図面を

もとに再申請しなければならないが、それを怠っている。  

 

  乙第９号証：契約図面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 契約図面には、請負者と設計監理者の記名押印がある。  
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  乙第１９号証：工事請書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  工事請負契約約款第１条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

  確認申請の再申請を怠っている為、実際に建設された建物（平

成２１年１１月１３日付の竣工図）は、契約図面と異なる内容が

多数確認できる状態であり、工事請負契約内容の不履行である。  

  特に、契約図面の内容は、確認申請図や竣工図の内容と比べ、

品質及び強度が上である。よって、初めから契約図面の内容で建

設する意図は無いが、工事費を高く計上する為に、敢えて確認申

請とは異なる図面を使用していることが推認できるものであり、

悪質であると言える。  

 

1.  工事請負契約内容の不履行：杭工事        

契約図面と竣工図面の比較において、杭工事は、杭軸径φ２００

０ｍｍの本数、リブ付鋼管径φ２０００ｍｍの本数、リブ厚さ、

アンカー筋や主筋の径、及び本数が異なり、工事請負契約内容の

不履行である。  

これらは、契約図面の杭に対し、明らかに構造耐力が低下して

いる。  

●  乙第９号証：契約図の杭リスト  
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●  乙第２１号証竣工図、及び乙第２６号証構造計算書の杭リスト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  工事請負契約内容の不履行：コンクリート工事  

①  コンクリートの設計基準強度  

竣工図のコンクリート設計基準強度は、契約図のコンクリー

ト設計基準強度と比較して、基礎～１０階スラブまで３Ｎ、

１０階柱～１１階スラブまで６Ｎ、１１階柱～１３階スラブ

まで３Ｎ不足している。特に、これらの強度の変更について、

発注者は何ら承認をしておらず、工事請負契約内容の不履行

である。  

  乙第９号証契約図：図面№Ｓ－１  
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  乙第２１号証竣工図：図面№Ｓ－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  コンクリートの発注強度（呼び強度）  

契約図面に指定された発注強度（呼び強度）は、設計基準強

度に品質強度を＋３Ｎ／ｍ㎡とすることとしている。また、

乙第１９号証の工事請書に添付された見積書には、温度補正

費が計上されているが、呼び強度にこれらの強度は加味され

ておらず、工事請負契約内容の不履行である。  

 

③  コンクリートの品質  

建築基準法第３７条では、「建物基礎及び主要構造部で使用す

るコンクリートは、その品質がＪＩＳ規格（日本工業規格）

に適合することを定めている。  

 本件建物に使用されたコンクリートは、一部に水セメント

比発注によるコンクリートが使用されているが、これらは全

てＪＩＳ規格に適合しておらず、建築基準法第３７条違反に

該当する。  

特にＪＩＳ  Ａ  ５３０８で定める普通コンクリートの呼び
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強度は４５Ｎまで規格しており、ＪＩＳ規格コンクリートを

使用しない理由が無い。  

 また、水セメント比発注のコンクリートは、高強度コンク

リートを使用した高層鉄筋コンクリート造建築物などで使用

するものであるが、その品質管理は、低熱なセメントなどセ

メントの種類の選定、高周波加熱乾燥法などによる水セメン

ト比の管理、コンクリート品質管理試験室の設置やコンクリ

ート主任技術者の常駐などの留意等、厳格な管理が必要であ

るが、本件コンクリートの管理においては、その様な内容は

見受けられない。  

よって、法不適格なコンクリートについては、支払い対価

に該当しないと考えられる。  

 

3.  工事請負契約内容の不履行：鉄筋工事  

乙第９号証の契約図面と竣工図面では、主に、基礎梁、柱、梁の

鉄筋仕様が異なり、何れも契約図面の方が鉄筋量が多い。よって、

乙第１９号証の工事請書に添付された工事見積書が、契約図面の

内容に整合している場合には、見積書１７頁に計上された鉄筋量

が使用されていないことは明らかであり、工事請負契約内容の不

履行である。  

（別紙に構造図相違箇所リストを添付）  

 

4.  工事請負契約内容の不履行：金属工事  

建物北側の東西の外階段に設置されたタワースクリーンは、乙第

９号証の契約図面では、縦格子の間のすき間が７５ｍｍであるが、

実際には１１０ｍｍで施工されており、工事請負契約内容の不履
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行である。  

  乙第９号証契約図面：図面№Ｄ－３３西側階段  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  タワースクリーンの実施工の状況。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦格子間のすき間：１１０ｍｍ。  
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5.  工事請負契約内容の不履行：石工事        

乙第９号証の契約図では、１階エントランスホールの壁仕上は、

天然御影石である。また、乙第１９号証の工事請書に添付された

工事見積書３０～３１頁においてもｔ１５～２５ｍｍの天然御

影石が計上されているが、実際にはタイルが張られており、工事

請負契約内容の不履行である。  

 

6.  工事請負契約内容の不履行：ガラス工事     [写真№４９～５０] 

１階サブホール出入口（ＳＴＤ２）、及び風除室出入口（ＳＴＤ

３）のオートドアのガラスは、乙第９号証の契約図面ではエッチ

ングガラスが設計されている。また、乙第１９号証の工事見積書

９８頁においても、エッチングガラスが計上されているが、実際

には縦縞模様のシール貼りであり、工事請負契約内容の不履行で

ある。  

  乙第９号証契約図面：建具リスト８  
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7.  工事請負契約内容の不履行：情報設備工事     

乙第９号証の契約図面№Ｅ－３１：情報設備系統図では、各住戸

までの配線・配管工事が設計されているが、竣工図面ではこれら

が全て削除されており、工事請負契約内容の不履行である。  

 

  左 :乙第９号証契約図面№Ｅ－３１、右 :竣工図面№Ｅ－３１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各住戸への引込配管及び

配線が削除されている。  
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8.  工事請負契約内容の不履行：消火設備工事    [写真№５１～５２] 

乙第１９号証の工事請書に添付された工事見積書２５９頁には、

消火用塩化ビニル外面被覆鋼管、及び同上配管継手類、配管接合

材が計上されている。一般にこれらは、地中埋設配管の防食の為

に使用する配管材であるが、現状、連結送水管送水口用弁の格納

箱の前後に使用された埋設配管継手は、防食されたものでは無く、

赤錆が発生している状態である。よって、工事見積書に計上され

た配管材料を使用していないことが明らかであり、工事請負契約

内容の不履行である。  

 

 

以上  
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